
建設業における安全衛生管理について

令和５年１１月６、７日

福岡中央労働基準監督署

「令和５年度 福岡市公共工事安全講習会」



配布資料

労働基準監督署の役割

働 く 人 び と の 安 心 と 安 全 を 守 る た め
あ な た の 街 に 労 働 基 準 監 督 署 が あ り ま す 。



配布資料

令和５年度の取組み方針

「福岡市公共工事安全推進計画」に基づく

—福岡市公共工事安全推進委員会—

２．重点項目及び具体的な対策

挟まれ・巻き込まれ事故の防止

埋設物等損傷事故の防止

墜落・転落事故の防止

第三者人身事故の防止



福岡労働局管内の労働災害発生状況

★以下のデータはすべて新型コロナウイルス感染症によるものを除いたものです。



福岡労働局管内の業種別労働災害発生状況

（令和４年 ・死傷災害）

製造業
（925・16.1％）

道路貨物運送業
（739・12.9％）

第三次産業
（3111・54.3％）

その他

土木工事業
（144・2.5％）

建築工事業
（324・5.7％）

その他の建設業
（150・2.6％）

建設業
（618・10.8％）

総計 5728



福岡労働局管内の業種別労働災害発生状況

（令和４年 ・死亡災害）

第三次産業

5

道路貨物運送業

3

その他

その他の建設業

0

建築工事業

8

土木工事業

1

建設業
12・45.0％

総計 20

製造業
1



福岡労働局管内の建設業の労働災害発生状況（令和４年）

土木工事業・事故の型（169人）

墜落・転落
39・23.1％

はさまれ・巻き込まれ
33・19.5％

転倒
20・11.8％

激突され
16・9.5％

飛来・落下
15・8.9％

その他

建築工事業・事故の型（381人）

墜落・転落
145・38.1％

転倒
36・9.4％

その他

飛来・落下
35・9.2％

はさまれ・巻き込まれ
34・8.9％

切れ・こすれ
31・8.1％

土木工事業・起因物（169人）

仮設物・建築物・構築物
28・16.6％

動力運搬機
25・14.8％

建設用機械
29・17.2％

その他

環境等
19・11.2％

建築工事業・起因物（381人）

その他 仮設物・建築物・構築物
137・36.0％

用具
60・15.6％

人力機械工具
28・7.3％ 材料

40・10.5％

動力運搬機
23・6.0％



福岡労働局管内の建設業の労働災害発生状況（令和４年）

土木工事業・事故の型（144人）

墜落・転落
45・33.1％

飛来・落下
22・15.3％

はさまれ・
巻き込まれ
20・13.9％

激突され
12・8.3％

転倒
12・8.3％

その他

建築工事業・事故の型（324人）

墜落・転落
129・39.8％

転倒
32・9.9％

その他

飛来・落下
29・9.0％

はさまれ・巻き込まれ
39・12.0％

切れ・こすれ
26・8.0％

土木工事業・起因物（144人）

仮設物・建築物・構築物
24・16.7％

動力運搬機
19・13.2％

建設用機械
18・12.5％

その他

環境等
17・11.8％

建築工事業・起因物（324人）

材料
16・11.1％

その他
仮設物・建築物・構築物
107・33.0％

用具
60・15.6％

動力運搬機
26・8.0％

人力機械工具
16・4.9％

材料
51・15.7％



災害事例



厚生労働省

職場のあんぜんサイト
職場の安全を応援する情報発信サイト

労働災害事例



本件災害は、護岸建設工事現場において、作業者がパワー・ショベルのバケッ
トと護岸法面との間にはさまれたもの。

災害発生当時、現場に到着したコンクリートミキサー車から出る生コンをパ
ワー・ショベルのバケットに注ぎ、それを「受け舟」と呼ばれる容器に移し替え
る作業を行なっていた。この作業中、被災者がパワー・ショベルのオペレーター
（運転者）に大声で何か呼びかけたが、よく聞き取れなかったパワー・ショベル
のオペが運転室左側の開いているドアから身を乗り出した際、腹部が操作レバー
に触れ、バケットが不意に前方に動き、被災者がバケットと護岸法面との間には
さまれ、内臓破裂により搬送先病院で死亡が確認された。

発生状況

護岸工事においてパワー・ショベル
と法面との間にはさまれる



１ 誘導者を配置して誘導させていないにもかかわらず、作業者（被災者）を

パワー・ショベルの作業半径内に立ち入らせていたこと

２ パワー・ショベルのオペレーターが、安全装置である操作レバー・ロック

装置を作動させずに運転室から身を乗り出したこと

→結果として、腹部がレバーに触れ、バケットが不意に動き、災害に

つながった

３ 作業者（被災者）とパワー・ショベルのオペレーターとの間の連絡方法

が決められていなかったこと

４ …

原 因



配布資料

足場からの墜落防止措置が
強化されます

改正労働安全衛生規則 令和5年10月1日から順次施行● ●



配布資料

トラックでの荷役作業時における
安全対策が強化されます



お問い合わせは…

福岡中央労働基準監督署
《管轄》 福岡市（東区を除く）、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、

糸島市、那珂川市

安全衛生課 092‐761‐5608 （ダイヤルイン）

福岡東労働基準監督署
《管轄》 福岡市のうち東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 （新宮町、

久山町、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、宇美町）

安全衛生課 092‐687‐5345  （ダイヤルイン）



配布資料

４Ｓについて

「整理」・・必要な物と不要な物に分けて、不要な物

を処分すること

「整頓」・・必要な物をすぐ取り出せるように、分かり

やすく安全な状態で配置すること

「清掃」・・作業する場所や身の回りのほか、廊下や

共有スペースのゴミや汚れを取り除くこと

「清潔」・・職場や機械、用具などのゴミをきれいに

取って清掃した状態を続けること、作業

者自身も身体、服装、身の回りを汚れの

ない状態にしておくこと

転倒災害の防止にもつながる

転 倒 災 害
ＳＴＯ Ｐ！

ＦＵＫＵＯＫＡ ２０２３
(2023.6月‐2024.2月)



配布資料

はしごを使う前に

脚立を使う前に

キーワードは、３点支持！



法律と規則等

憲法

法律

規則

国会が制定・・・大まかなことのみを
決める

各省庁が制定・・・細かなことまで
決める（政令・省令）

通達

“基発” “基収”など



法律と規則等

労働安全衛生法（安衛法）

労
働
安
全
衛
生
規
則

（安
衛
則
）

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則

ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力

容
器
安
全
規
則

特
定
化
学
物
質
障
害

予
防
規
則

石
綿
障
害
予
防
規
則

酸
素
欠
乏
症
等
防
止

規
則
（酸
欠
則
）

労
働
安
全
衛
生
法
施

行
令
（安
衛
令
）

粉
じ
ん
障
害
予
防
規
則

い
し
わ
た



クレーン機能付きドラグ・ショベルの各部の名称及び安全装置



労働安全衛生規則

第１６４条（主たる用途以外の使用の制限）

事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェル

による労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用して

はならない。

２ 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。

一 荷のつり上げの作業を行う場合であって、次のいずれに

も該当するとき。

イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき

ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等

の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。

（１） 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。

（２） 外れ止め装置が使用されていること等によりつり上 げた荷が落下するおそ

れがないものであること。

（以下、略）



《平成４年８月２４日付け基発第４８０号》

・第２項第１号の趣旨は、荷のつり上げの作業は、本来、移動式クレーン等を

用いて行うべきものであるが、作業の性質上やむを得ないとき又は安全な

作業の遂行上必要なときであって、作業装置にフック等の金具等を用いる

場合には、第１項の規定にかかわらず、車両系建設機械を用いて荷のつり

上げ作業を行うことができることとし…（以下、略）

・第２項第１号イの 「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行

上必要なとき」 には、車両系建設機械を用いる掘削作業の一環として土

砂崩壊による危険を少なくするため、一時的に土止め矢板、ヒューム管等

のつり上げ作業を行う場合、作業場所が狭あいなため、移動式クレーンを

搬入して作業を行えば作業場所が錯そうし、危険が増すと考えられる場合

があること。



第３条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基

準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて

職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

安全配慮義務（あんぜんはいりょぎむ）とは

ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事
者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は
双方が相手方に対して信義則上負う義務をいう。

★労災補償とも並立し得る（往々にして並立する）

労働安全衛生法

安全配慮義務について



安全帽

③あごひもを締める

①まっすぐ深くかぶる

②ヘッドバンドを調節して固定する
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